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国
立
公
文
書
館
所
蔵
大
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院
文
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ち
に
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ま
れ
る
『
文
亀
年
中

（
1
）

記
写
』
一
冊
（
古
二

二—

三
六
五
）
は
、
室
町
後
期
の
興
福
寺
学
侶
朝
乗
（
妙
音
院
、
舜
実
房
）
を
記
主
と
す
る
引
付

（
日
記
）
の
転
写
本
で
、
江
戸
前
期
に
同
寺
大
乗
院
門
跡
の
周
辺
で
書
写
さ
れ
た
も
の
だ
と
み

ら
れ
る
。
そ
の
記
録
年
代
は
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
六
月
か
ら
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）
正

月
ま
で
の
お
よ
そ
三
年
半
に
わ
た
っ
て
い
る
。
記
主
朝
乗
は
、
こ
の
時
期
に
恰
も
五
師
の
任

に
あ
り
、
興
福
寺
の
寺
家
の
中
枢
に
位
置
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
同
書

の
記
事
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

＊

＊

＊

春
日
社
神
木
の
動
座
と
い
え
ば
、
中
世
を
通
じ
て
、
興
福
寺
が
朝
廷
（
お
よ
び
幕
府
）
に
対

し
て
、
自
ら
の
要
求
を
強
い
る
手
段
と
し
て
用
い
た
も
の
で
、
興
福
寺
の
中
世
権
門
寺
院
と

し
て
の
活
動
の
一
面
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
明
応
十
年
（
一
五
〇

一
）
二
月
二
十
八
日
（
翌
日
に
文
亀
と
改
元
）
、
興
福
寺
は
、
後
述
す
る
赤
沢
朝
経
（
沢
蔵
軒
宗

益
）
を
は
じ
め
と
す
る
「
武
家
」
に
よ
る
寺
領
の
押
妨
の
停
止
を
求
め
、
神
木
の
動
座
を
行
っ

た
。
そ
の
結
果
、
六
月
五
日
に
は
将
軍
足
利
義
高
（
文
亀
二
年
七
月
二
十
一
日
に
義
澄
と
改
名
）

に
よ
る
裁
許
が
な
さ
れ
、
同
月
八
日
に
は
神
木
が
帰
座
す
る
に
至
っ
て
い
る
。『
文
亀
年
中
記

写
』
の
劈
頭
に
位
置
す
る
の
は
、
こ
の
帰
座
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以

後
、
神
木
の
動
座
は
二
度
と
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
記
事
こ
そ
、
最
後
の
神

木
遷
座
の
終
了
す
る
瞬
間
を
書
き
留
め
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
将
軍
義
高
の
裁
許
に
は
実
効
性
が
な
く
、「
武
家
」
の
押
妨
が
続
い
た
た
め
、
文

亀
二
年
七
月
十
八
日
、　　
興
福
寺
は
閉
門
に
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
な
お
押
妨

が
止
ま
な
け
れ
ば
、
再
度
神
木
の
動
座
を
行
う
こ
と
も
決
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
二
十
日
に

は
東
大
寺
や
七
大
寺
も
閉
門
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
閉
門
し
て
み
た
も
の
の
、「
京
都

更
に
仰
天
な
し
」
と
い
う
状
況
で
、
な
ん
ら
訴
訟
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

結
局
、
翌
年
四
月
二
十
九
日
に
開
門
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
東
大
寺
や
七
大
寺
も

こ
れ
に
追
随
し
、
こ
こ
に
強
訴
の
手
段
と
し
て
の
閉
門
も
後
を
絶
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

神
木
動
座
や
閉
門
の
終
焉
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、『
文
亀
年
中
記
写
』
の
記
録
年
代
は
、
中

世
権
門
寺
院
と
し
て
の
興
福
寺
が
、
そ
の
衰
頽
を
覆
い
が
た
く
な
り
、
明
確
な
表
象
を
も
っ

て
変
質
し
始
め
た
時
期
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。「
一
寺
一
国
の
大
儀
」
と
称

さ
れ
、
興
福
寺
お
よ
び
大
和
国
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
行
事
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
春
日
若
宮

祭
も
、
明
応
九
年
か
ら
文
亀
二
年
ま
で
は
行
わ
れ
ず
、
文
亀
四
年
二
月
十
九
日
（
同
月
三
十
日

に
永
正
と
改
元
）
に
至
っ
て
よ
う
や
く
前
年
の
分
が
執
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
文
亀
年
中

記
写
』
文
亀
四
年
二
月
条
や
前
年
十
二
月
条
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
再
開
さ
れ
た
春
日
若
宮

祭
の
運
営
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
「
新
儀
」
が
み
う
け
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の

は
、
田
楽
頭
役
を
勤
仕
す
る
寺
僧
に
対
し
、
興
福
寺
（
寺
門
）
か
ら
百
五
十
貫
文
に
お
よ
ぶ
莫

大
な
「
助
成
」
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

春
日
若
宮
祭
の
頭
役
を
め
ぐ
る
「
助
成
」
に
つ
い
て
は
、
安
田
次
郎
が
そ
の
性
格
を
明
ら
か

に
し
て

（
2
）

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
田
楽
頭
役
の
負
担
は
き
わ
め
て
重
く
、
す
で
に
十
三
世
紀
か

ら
、
頭
人
の
関
係
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
助
成
」
と
称
さ
れ
る
援
助
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
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知
ら
れ
る
。　　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
私
的
な
関
係
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
長

禄
四
年
（
一
四
六
〇
）
大
乗
院
尋
尊
が
同
役
を
勤
仕
し
た
際
、
反
銭
の
賦
課
な
ど
に
よ
っ
て
用

途
を
調
達
し
て
い
る
が
、
こ
の
反
銭
も
大
乗
院
の
門
跡
領
荘
園
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、

公
的
な
賦
課
と
み
な
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
費
用
の
調
達
は
究
極
的
に
は

頭
人
各
個
の
力
量
に
依
拠
す
る
も
の
で
、
興
福
寺
（
寺
門
）
が
公
的
に
関
与
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
興
福
寺
（
寺
門
）
と
し
て
「
助
成
」
を
行
う

と
い
う
こ
と
は
、
従
前
の
負
担
の
あ
り
か
た
を
大
き
く
転
換
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
明
応
九
年
に
中
断
す
る
以
前
か
ら
、
興
福
寺
（
寺
門
）
が
五
十
五
貫
文
の
「
助
成
」

を
行
う
こ
と
は
す
で
に
慣
例
化
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
と
き
「
助
成
」
の
額
が
一
挙

に
三
倍
近
く
に
跳
ね
上
が
っ
た
こ
と
は
、
費
用
の
調
達
を
寺
僧
各
個
に
負
わ
せ
る
、
従
前
の

運
営
方
式
に
よ
る
祭
礼
の
執
行
が
事
実
上
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
わ
ね
ば

な
る
ま
い
。
大
和
国
内
の
武
士
が
勤
め
た
流
鏑
馬
頭
役
に
つ
い
て
も
、
興
福
寺
学
侶
が
河
内

守
護
代
の
遊
佐
就
盛
か
ら
借
用
し
た
用
途
の
一
部
を
、
官
符
棟
梁
古
市
澄
胤
が
転
借
す
る
か

た
ち
で
「
助
成
」
を
行
っ
て
お
り
、
同
様
の
事
態
が
生
起
し
つ
つ
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
か
か

る
春
日
若
宮
祭
の
運
営
を
め
ぐ
る
変
化
も
、
神
木
動
座
や
閉
門
の
終
焉
と
同
根
の
も
の
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、『
文
亀
年
中
記
写
』
は
、
興
福
寺
お
よ
び
大

和
国
の
歴
史
を
考
え
る
う
え
で
、
逸
す
べ
か
ら
ざ
る
史
料
だ
と
い
え
る
だ

（
3
）

ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
変
質
の
直
接
的
な
契
機
に
な
っ
た
の
は
、
明
応
八
年
の
年
末
に
始
ま
っ

た
細
川
政
元
の
被
官
赤
沢
朝
経
に
よ
る
大
和
侵
攻
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
前
、
大
和
に
は
畠
山

氏
の
勢
力
が
浸
透
し
て
お
り
、
同
氏
の
分
裂
に
伴
っ
て
衆
徒
国
民
と
称
さ
れ
る
大
和
国
内
の

武
士
同
士
が
抗
争
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
外
部
勢
力
が
本
格
的
に
大
和
に
進
駐

し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
朝
経
の
侵
攻
は
、
ま
さ
し
く
未
曾
有
の
事
態
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の

興
福
寺
は
、
細
川
京
兆
家
の
動
向
に
き
わ
め
て
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
『
文
亀
年
中
記
写
』
に
は
、
細
川
京
兆
家
に
関
す
る
記
事
が
き
わ
め
て
多
い
。

い
く
つ
か
例
を
あ
げ
る
と
、
さ
き
に
『
後
鑑
』
所
載
の
細
川
京
兆
家
評
定
衆
連
署
状
が
興
福
寺

一
乗
院
門
跡
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た　　
『
文
亀
年
中
記
写
』
の
別
の
写
本
（
ま
た
は
原
本
）
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
証
す
る
な
か
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、　　
同
家
評
定
衆
の
筆
頭
の
地

位
に
あ
っ
た
安
富
元
家
が
失
脚
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
本
書
文
亀
三
年
八
月
条
に
見
え
る

ほ
か
、
他
史
料
に
は
一
切
そ
の
記
載
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

（
4
）

な
い
。
さ
ら
に
、
元
家
の
失
脚
直

後
、
政
元
が
淡
路
に
渡
っ
て
阿
波
守
護
家
の
細
川
成
之
（
慈
雲
院
道
空
）
と
会
談
し
た
こ
と
も
、

他
史
料
か
ら
は
ま
っ
た
く
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ほ
か
に
も
、
か
つ
て
細
川
政
元

の
修
験
道
の
師
匠
と
し
て
注
目
し
た
司
箭
院

（
5
）

興
仙　
（
宍
戸
家
俊
）
に
つ
い
て
、
永
正
元
年
六
月

三
日
、
政
元
の
代
官
と
し
て
、
愛
宕
長
床
坊
（
興
福
寺
寺
門
雑
掌
柚
留
木
憲
芸
の
兄
）
と
と
も
に

春
日
社
の
社
頭
に
参
籠
し
た
こ
と
な
ど
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ
も
本
書
独
自
の
記
事
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
衆
徒
国
民
お
よ
び
両
畠
山
氏
の
動
静
に
詳
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ

ら
に
、
幕
府
・
細
川
京
兆
家
・
遊
佐
就
盛
あ
る
い
は
衆
徒
国
民
な
ど
、
多
数
の
「
武
家
」
発
給

文
書
を
収
め
て
い
る
こ
と
も
、
本
書
の
価
値
を
高
め
て
い
る
。『
文
亀
年
中
記
写
』
は
、
当
該

期
の
政
治
史
を
研
究
す
る
う
え
で
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
史
料
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

ほ
か
に
、
興
福
寺
僧
の
文
芸
享
受
史
料
と
し
て
も
有
用
で
あ
る
。
文
亀
元
年
六
月
条
に
お

い
て
、
足
利
尊
氏
が
興
福
寺
に
充
て
た
願
書
お
よ
び
書
状
を
掲
げ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
そ

の
時
代
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、『
太
平
記
』
に
拠
っ
て
、
尊
氏
が
九
州
か
ら
上
洛
す
る

過
程
を
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
貴
族
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、『
太
平
記
』
を
歴
史
書
と

し
て
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

（
6
）

よ
う
。
ま
た
、
永
正
元
年
四
月
条
で
は
、
藤
原
定
家
画

像
の
上
部
に
書
か
れ
て
い
た
同
人
の
詠
歌
を
写
し
取
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
興
福
寺

周
辺
に
か
か
る
画
像
の
存
在
し
た
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
宗
祇
の
狂
句
や
玄
清
・
桜
井
基
佐
・

四
宮
長
能
（
法
名
長
錯
）
三
人
に
よ
る
三
物
も
記
し
て
お
り
、
そ
の
関
心
が
連
歌
に
及
ぶ
こ
と

も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
数
は
多
く
な
い
も
の
の
、
興
福
寺
僧
や
春
日
社
祠
官
の
詠
歌
を
見

出
す
こ
と
も
で
き
る
。

＊

＊

＊

こ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
多
面
的
な
活
用
が
期
待
で
き
る
だ
け
に
、『
文
亀
年
中
記
写
』
を
全

体
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
有
意
義
だ
と
考
え
、
同
じ
く
朝
乗
の
引
付
の
転
写
本
で
、
明
応

九
年
二
月
か
ら
文
亀
元
年
十
月
ま
で　　
（
本
格
的
な
記
載
は
文
亀
元
年
四
月
ま
で
）
の
記
事
を
有
す
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る
『
別
会
付
五
師
方

（
7
）

引
付
』
一
冊　　
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
大
乗
院
文
書
、
古
二
六—

四
九
一
）
と
あ
わ

せ
て
全
文
の
翻
刻
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
『
別
会
付
五
師
方

引
付
』
に
は
若
干
の
錯
簡

が
あ
る
が
、
こ
れ
を
正
し
て
収
め
て
あ
る
。
た
だ
し
、
丁
付
は
現
状
に
従
っ
て
い
る
。

ま
ず
は
、
八
嶌
幸
子
「
「
大
乗
院
文
書
」

（
8
）

目
録
」
の
提
示
す
る
デ
ー
タ
と
写
真
版
に
よ
り
つ

つ
、
両
書
の
書
誌
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

●

文
亀
年
中
記
写　

袋
綴
冊
子
、
縦
二
四
・
六
糎
、
横
一
七
・
六
糎
、
一
五
六
紙
、
紙
背
文

書
な
し
、

●

別
会
付
五
師
方

引
付　

袋
綴
冊
子
、
縦
二
九
・
五
糎
、
横
一
八
・
一
糎
、
四
五
紙
、
紙
背
文

書
な
し
、

『
文
亀
年
中
記
写
』
の
原
表
紙
の
中
央
に
は
、「
文
亀
年
中
記
写
」
と
書
か
れ
た
題
簽
が
貼

付
さ
れ
、
左
下
に
打
付
書
で
「
経
尋
御
筆
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
。
た
だ
し
、「
経
尋
御
筆
」
の

四
文
字
は
墨
を
塗
布
し
て
抹
消
し
て
あ
る
。
経
尋
は
、
十
六
世
紀
前
半
の
大
乗
院
門
主
で
あ

り
、
日
記
『
経
尋
記
』
二
十
三
冊
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
大
乗
院
文
書
、
古
二
四—

三
六
四
）
を
残

し
て
い
る
。
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
本
書
の
筆
跡
は
明
ら
か
に
別
人
の
も
の
だ
と
い
え
る
。
ま

た
、
本
文
中
に
誤
写
だ
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
き
わ
め
て
多
く
、
書
写
し
た
者
が
内
容
を
十

分
に
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
中
世
の
興
福
寺
僧
の
筆
に
か
か
る
も

の
と
は
思
い
が
た
い
。
さ
ら
に
、
書
風
な
ど
か
ら
み
て
も
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
書
写
さ

れ
た
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
る
。

一
方
、『
別
会
付
五
師
方

引
付
』
は
、
原
表
紙
は
な
い
が
、
巻
首
に
「
別
会
付
五
師
方

引
付　

朝
乗

五
師
私
日
記
写
之
、
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
他
者
の
手
に
な
る
転
写
本
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で

あ
る
。
書
写
・
伝
来
に
か
か
る
奥
書
・
識
語
な
ど
は
存
在
せ
ず
、
紙
背
文
書
も
な
い
が
、
そ

の
筆
跡
か
ら
み
て
、
室
町
後
期
の
興
福
寺
学
侶
印
尊
（
蓮
花
院
、
顕
実
房
）
の
手
に
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
印
尊
は
、
天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
十
一
月
、
五
師
の
任
に
就
く
と
と
も
に
引
付

を
書
き
始
め
、
翌
天
文
二
年
年
末
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
自
筆

（
9
）

原
本
は
興
福
寺
に
現
存
し
、
刊

本
『
多
聞
院
日
記
』
の
末
尾
に
、
附
録
『
蓮
成
院
記
録
』
二
と
し
て
、
紙
背
文
書
と
も
ど
も
収

め
ら
れ
て
あ
る
。
な
か
に
、
「
舜
実
房
五
師
旧
記
」
（
天
文
二
年
四
月
十
七
日
条
）
ま
た
は　　
「
舜

実
房
五
師
日
記
」
（
同
月
二
十
六
日
条
）
と
し
て
、
二
箇
所
に
わ
た
っ
て　　
『
別
会
付
五
師
方

引
付
』

を
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
『
別
会
付
五
師
方

引
付
』
は
、
印
尊
が

五
師
就
任
に
際
し
、
参
観
す
べ
き
先
人
の
記
録
と
し
て
書
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＊

＊

＊

『
文
亀
年
中
記
写
』
と
『
別
会
付
五
師
方

引
付
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
稿
の
な
か
で
触

れ
た
が
、
こ
こ
で
再
説
し
て
お
こ
う
。
前
者
の
巻
首
に
「
文
亀
元
年
辛酉

六
月　

私
引
付
」
と
記

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
の
巻
首
に
も
「
朝
乗
五
師
私
日
記
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
て

お
り
、
朝
乗
が
私
的
に
書
い
た
引
付
と
い
う
性
格
は
両
者
に
共
通
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

文
亀
元
年
六
月
か
ら
十
月
に
至
る
あ
い
だ
は
、
両
者
が
と
も
に
記
事
を
有
し
て
お
り
、
重
複

期
間
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
別
会
付
五
師
方

引
付
』
と
い
う
名
が
示
す
と
お
り
、
朝
乗
は
明
応
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら

一
年
間
、
別
会
五
師
の
任
に
あ
っ
た
。
同
記
の
冒
頭
に
は
、
時
の
興
福
寺
別
当
修
南
院
光
慶
の

意
を
奉
じ
て
朝
乗
を
別
会
五
師
と
な
す
旨
を
報
ず
る
出
世
奉
行
盛
円
の
奉
書
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
後
者
は
、
対
象
を
別
会
五
師
在
任
期
間
に
限
っ
た
引
付
な
の
で
あ
る
。
は

た
し
て
、
別
会
を
辞
し
た
明
応
十
年
二
月
十
七
日
（
同
月
二
十
九
日
に
文
亀
と
改
元
）
以
後
の
記

載
は
、
新
別
会
五
師
守
弘
（
脇
坊
、
陽
禅
房
）
へ
の
引
継
ぎ
お
よ
び
先
別
会
と
し
て
の
残
務
処

理
に
限
ら
れ
て
お
り
、
分
量
も
著
し
く
減
少
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
別
会
辞
任
か
ら
『
文
亀

年
中
記
写
』
の
始
ま
る
六
月
八
日
に
至
る
四
ヶ
月
弱
に
つ
い
て
、
朝
乗
は
、
前
年
度
の
別
会

の
職
に
関
係
す
る
事
項
以
外
は
記
録
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

朝
乗
は
こ
の
期
間
に
つ
い
て
別
に
引
付
を
記
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
証
左
が
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、『
文
亀
年
中
記
写
』
の
冒
頭
に
は
春
日
社
神
木
の
帰
座
に
つ
い
て
の
記

事
が
あ
る
が
、
そ
の
際
の
惣
寺
僉
議
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
朝
乗
は
、「
其
式
如
御
動
座
之

時
、上
帖
ニ
注
之
、
」
と
記
し
て
い
る
。
神
木
動
座
の
あ
っ
た
二
月
二
十
八
日
は
別
会
引
継
ぎ
以
後

の
こ
と
に
属
し
、
『
別
会
付
五
師
方

引
付
』
に
そ
の
記
事
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
れ

ば
、「
上
帖
」
に
あ
た
る
引
付
一
冊
が
別
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
い
。　　
『
文
亀
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年
中
記
写
』
が
三
年
半
で
一
冊
を
費
や
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、　　
わ
ず
か
四
ケ
月
弱
で

一
冊
を
な
し
た
と
は
考
え
が
た
く
、「
上
帖
」
の
起
筆
は
明
応
十
年
二
月
二
十
八
日
を
大
き
く

さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、『
文
亀
年
中
記
写
』
永
正
元
年
五
月
条
に
、
臨
時
心
経

会
に
際
会
し
て
、
「
出
仕
精
進
次
忸

諸
下
行
」
は
明
応
九
年
正
月
十
三
日
の
「
日
記
」
と
同
様

に
沙
汰
し
た
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
日
記
」
も
、
お
そ
ら
く
は
「
上
帖
」
と
同
一
の
記
録

を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、『
別
会
付
五
師
方

引
付
』
は
、「
上
帖
」
と
並
行
し
て
記
録
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
別
会
五
師
と
し
て
の
職
務
日
誌
と
い
う
べ
き
限
定
的
な
性
格
の
記

録
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
は
た
し
て
、
所
載
の
文
書
十
通
に
注
目
し
て
み

る
と
、
別
会
五
師
と
し
て
授
受
し
た
文
書
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

朝
乗
が
残
し
た
記
録
で
ほ
か
に
現
存
す
る
も
の
と
し
て
は
、
興
福
寺
所
蔵
『
雑
々
不

（
10
）

忘
抄
』

（
外
題
『
妙
音
院
朝
乗
五
師
日
並
』
）
一
冊
（
二
四
函
六
号
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
延
徳
二
年

（
一
四
九
〇
）
四
月
か
ら
明
応
元
年
十
二
月
ま
で
の
約
二
年
八
ケ
月
間
の
引
付
の
転
写
本
で
あ

る
。
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
五
月
、
大
乗
院
門
跡
の
寺
侍
桐
山
正
延
が
専
当
宗
学
の
所
持
し

て
い
た
朝
乗
自
筆
本
を
書
写
し
た
旨
の
奥
書
が
あ
る
。
刊
本
『
多
聞
院
日
記
』
に
附
録
『
蓮

成
院
記
録
』
一
と
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
周
知
の
史
料
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
に
『
文
亀
年
中
記
写
』
お
よ
び
『
別
会
付
五
師
方

引
付
』
を
翻
刻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

朝
乗
の
残
し
た
記
録
に
し
て
現
存
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
活
字
化
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

『
文
亀
年
中
記
写
』
の
記
述
の
あ
り
方
は
、『
別
会
付
五
師
方

引
付
』
よ
り
も
、
こ
ち
ら
の
『
雑
々

不
忘
抄
』
に
近
似
し
て
い
る
。『
雑
々
不
忘
抄
』
と
い
う
名
称
は
、
朝
乗
が
表
紙
に
誌
し
た
原

題
で
あ
り
、
諸
事
に
つ
い
て
の
備
忘
録
と
い
っ
た
意
味
だ
と
判
ぜ
ら
れ
る
。『
文
亀
年
中
記
写
』

と
い
う
書
名
は
、
転
写
に
際
し
て
付
与
さ
れ
た
便
宜
的
な
名
称
で
あ
り
、
朝
乗
の
付
し
た
も

の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
の
で
、
朝
乗
自
身
が
原
題
を
付
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

『
雑
々
不
忘
抄
』
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

＊

＊

＊

最
後
に
記
主
朝
乗
に
つ
い
て
、　　
伝
記
的
な
事
項
を
記
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
生
年
は
、　　
『
文
亀
年
中
記
写
』
永
正
元
年
四
月
条
に
「
葱
若
朝
乗
五
十
六
才

」
と
記
し

て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
、
宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）
で
あ
る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
朝
乗
が
室
町
前
期
の
興
福
寺
学
侶
長
専
（
南
戒
壇
院
、
尭
観
房
）
の
日
記
を
抄
出

し
た
『
寺
門
事
条
々

（
11
）

聞
書
』
二
冊
（
国
立
公
文
書
館
大
乗
院
文
書
、
古
二
二—

三
六
七—

一
、
三
）
の

表
紙
に
「
三
十
二
歳

十
七
臈

朝
乗
」
と
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
得
度
・
受
戒
は
、
寛
正
五
年
（
一

四
六
四
）
十
六
歳
の
時
の
こ
と
だ
と
知
ら
れ
る
。

俗
姓
は
、
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
十
月
三
日
条
に
法
花
会
第

五
日
の
竪
者
と
し
て
、
「
朝
乗
、舜
実
房
、
櫟
本
辻
子
息
、
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
大
乗
院
方
の
衆

徒
で
、
山
辺
郡
布
留
郷
内
上
総
庄
（
現
天
理
市
内
）
の
下
司
で
あ
っ
た
櫟
本
辻
子
氏
の
出
自
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
七
年
維
摩
会
講
師
方
条
々

の
十
二
月
十
二
日
条
に
、
他
門
で
は
あ
る
が
、
当
門
跡
由
緒
の
者
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、
朝
乗
の
住
し
た
妙
音
院
は
、
一
乗
院
方
の
坊
舎
で
あ
っ
た
。

そ
の
興
福
寺
僧
と
し
て
の
あ
ゆ
み
は
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
記
録

に
よ
っ
て
、
か
な
り
詳
し
く
追
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
お
お
む
ね
順
調
だ
っ
た
よ
う
だ
。
五
師

職
に
つ
い
て
み
る
と
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
明
応
七
年
六
月
八
日
条
に
、
朝
乗
が
五
師
新

任
の
参
賀
の
た
め
大
乗
院
尋
尊
の
も
と
に
赴
い
た
こ
と
が
見
え
、『
永
正
元

（
12
）

年
記
』
永
正
五
年

十
二
月
十
九
日
条
に
、
朝
乗
の
辞
退
に
と
も
な
い
五
師
と
な
っ
た
隆
俊
（
行
賢
房
）
が
、
新
任

の
参
賀
の
た
め
東
院
兼
継
（
当
時
、
興
福
寺
権
別
当
）
の
も
と
を
訪
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
在
任
は
、
お
よ
そ
十
年
半
に
わ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
五
師
を
辞
退
す
る
直
前

の
十
二
月
十
一
日
、
律
師
に
任
じ
て

（
13
）

い
る
。
さ
ら
に
、
永
正
六
年
に
は
春
日
若
宮
祭
の
田
楽

頭
役
を

（
14
）

勤
め
、
永
正
十
二
年
以
前
に
権
少
僧
都
に
昇
進
し
て

（
15
）

い
る
の
で
、
法
印
に
は
達
し
な

か
っ
た
が
、
学
侶
と
し
て
相
応
の
栄
達
を
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

六
十
九
歳
で
あ
っ
た
永
正
十
四
年
四
月
、
学
侶
の
衆
議
に
も
と
づ
き
、
官
符
棟
梁
筒
井
順

興
の
も
と
に
酒
肴
を
送
る
使
節
と
し
て
赴
い
た
こ
と
が
最
後
の
所
見
で

（
16
）

あ
る
。
大
永
二
年
（
一

五
二
二
）
三
月
、
大
乗
院
経
尋
は
、
妙
音
院
に
あ
る
「
故
舜
実〔

房
脱
〕

　
僧
都
書
写
」
の
『
因
明
末
題
秘

抄
』
の
借
用
を　　
櫟
本
辻
子
某
に
依
頼
し
て

（
17
）

お
り
、
こ
れ
以
前
に
示
寂
し
て
い
た
こ
と
が
確
か
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め
ら
れ
る
。　　

な
お
、
朝
乗
自
身
の
記
録
『
雑
々
不
忘
抄
』・『
別
会
付
五
師
方

引
付
』・『
文
亀
年
中
記
写
』
の

い
ず
れ
も
転
写
本
で
し
か
現
存
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
日
記
に
お
け
る
筆
跡
は
、
先
述
の
『
寺

門
事
条
々
聞
書
』
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

〔
註
〕

（
1
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
（
以
下
、
史
料
写
真
帳
の
よ
う
に
略
す
）
『
大
乗
院
文
書
』

一
一
四
に
よ
る
。

（
2
）
安
田
次
郎
「
祭
礼
を
め
ぐ
る
負
担
と
贈
与–

春
日
若
宮
祭
の
頭
役
に
つ
い
て–

」
（『
歴
史
学
研

究
』
六
五
二
号
、
一
九
九
三
年
）
。

（
3
）
奈
良
市
史
編
集
審
議
会
編
『
奈
良
市
史
』
通
史
二
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
に
お
け
る

当
該
期
の
叙
述
（
永
島
福
太
郎
執
筆
）
は
、
少
な
か
ら
ず
『
文
亀
年
中
記
写
』
を
用
い
て
お
り
、
こ

の
観
点
か
ら
の
利
用
は
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
4
）
末
柄
豊
「
『
後
鑑
』
所
載
「
南
都
一
乗
院
文
書
」
に
つ
い
て
」
（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果

報
告
書
『
興
福
寺
旧
蔵
史
料
の
所
在
調
査
・
目
録
作
成
お
よ
び
研
究
』
〔
研
究
代
表
者
上
島
享
、
二

〇
〇
二
年
〕
所
収
）
。
な
お
、
本
解
題
は
、
右
論
文
で
述
べ
た
と
こ
ろ
と
重
複
す
る
点
が
多
い
た
め
、

あ
え
て
詳
述
を
避
け
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）
末
柄
豊
「
細
川
政
元
と
修
験
道–

司
箭
院
興
仙
を
中
心
に–

」（
『
遙
か
な
る
中
世
』
一
二
号
、
一

九
九
二
年
）
。

（
6
）
興
福
寺
に
お
け
る
『
太
平
記
』
の
享
受
に
つ
い
て
は
、
長
坂
成
行
「
内
閣
文
庫
蔵
『
神
木
入
洛

記
』–

『
太
平
記
抜
書
』
の
類
と
し
て
、
付
翻
刻–

」（
『
奈
良
大
学
紀
要
』
一
六
号
、
一
九
八
七
年
）

が
参
考
と
な
る
。
ま
た
、
『
史
料
纂
集

福
智
院
家
文
書
』
二
（
近
刊
）
、
一
三
〇
号
に
も
大
乗
院
門

跡
の
旧
蔵
と
考
え
ら
れ
る
『
太
平
記
抜
書
（
断
簡
）
』
を
収
め
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）
史
料
写
真
帳
『
大
乗
院
文
書
』
一
四
二
に
よ
る
。

（
8
）
八
嶌
幸
子
「
「
大
乗
院
文
書
」
目
録
」
（
『
北
の
丸
』
三
五
号
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
9
）
史
料
影
写
本
『
興
福
寺
記
録
・
同
紙
背
文
書
』
二
に
よ
る
。
ま
た
、
刊
本
『
多
聞
院
日
記
』
五
の

口
絵
と
し
て
、
天
文
二
年
四
月
条
を
収
め
る
半
葉
分
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）
史
料
写
真
帳
『
興
福
寺
史
料
』
四
九
に
よ
る
。
書
誌
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
興
福

寺
典
籍
文
書
目
録
』
一
（
法
蔵
館
、
一
九
八
六
年
）
二
三
一
頁
を
参
照
。

（
11
）
史
料
写
真
帳
『
大
乗
院
文
書
』
九
一
に
よ
る
。
末
柄
豊
「
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
寺
門
事
条
々

聞
書
』–

　　
附
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
長
専
五
師
記
写
』–

」
（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報

告
書　　
『
大
和
の
武
士
と
武
士
団
の
基
礎
的
研
究
』〔
研
究
代
表
者
安
田
次
郎
、
二
〇
〇
四
年
〕
所
収
）

に
お
い
て
翻
刻
紹
介
し
た
。

（
12
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
大
乗
院
文
書
、
古
二
六—

四
九
三
。
永
正
元
年
か
ら
同
七
年
に
わ
た
る
東
院

（
勝
願
院
）
兼
継
の
引
付
。
同
館
架
蔵
写
真
帳
に
は
紙
背
文
書
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は

兼
継
充
の
文
書
や
兼
継
書
状
の
土
代
が
見
出
さ
れ
、
自
筆
原
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
13
）
『
永
正
元
年
記
』
永
正
五
年
十
二
月
十
二
日
条
。

（
14
）
『
永
正
元
年
記
』
永
正
六
年
十
一
月
二
十
七
日
条
。

（
15
）
『
権
官
中
雑
々
記
』
永
正
十
二
年
十
二
月
八
日
条
（
『
大
日
本
史
料
』
九
編
之
六
、
三
九
頁
）
に
、

方
広
会
の
精
義
者
と
し
て
、「
朝
乗
舜
実
房
僧
都
、

鈍
色
・
紫
甲
、　
」
が
見
え
て
い
る
。
な
お
、『
権
官
中
雑
々
記
』
も
、
東

院
兼
継
の
引
付
で
あ
る
。

（
16
）
『
学
侶
引
付
写
』
永
正
十
四
年
四
月
二
十
五
日
条
（
『
大
日
本
史
料
』
九
編
之
六
、
八
九
四
頁
）
。

（
17
）
『
経
尋
記
（
寺
院
雑
用
抄
）
』
大
永
二
年
三
月
二
十
五
日
条
（
『
大
日
本
史
料
』
九
編
之
十
八
、
一

七
〇
頁
）
。

〔
附
記
〕
『
文
亀
年
中
記
写
』
の
存
在
、
お
よ
び
同
書
が
細
川
京
兆
家
関
係
の
記
事
を
少
な
か
ら
ず
載

せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
数
年
前
に
設
楽
薫
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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